
ネイチャーポジティブ宣言について

小田原の生態系の価値及び維持保全に関する取組の目的・全体像を団体・企業・個人に広く
共有するため、小田原市としてネイチャーポジティブ※の実現を目指す宣言を行います。

資料６第3次環境基本計画 ＜施策５ 自然共生＞ 5-１ 生態系の維持保全

宣言予定日： 令和８年度早々を目途に調整

※2030年までに、生物多様性の損失を止め、回復軌道に乗せようとする目標。
「昆明・モントリオール生物多様性枠組」及び「生物多様性国家戦略2023-2030」に掲げられた、世界・日本共通の目標。

小田原のひとつらなりとなった森里川海と街

宣
言

今後の展開

各フィールドにおける保全活動

市域・重要地域のモニタリング

重要地域（自然共生サイト）の認定拡大・支援誘致

専門機関との連携
（日本自然保護協会（NACS-J）の

ネイチャーポジティブ自治体認証取得に向けて調整中）

市民・団体・事業者への普及啓発


